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市第 152 号議案 

   横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の一部改 

   正 

 横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

   平成25年２月15日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の一部を 

改正する条例 

 横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例（昭和46年12月横

浜市条例第59号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例 

第１条中「心身障害者」を「重度障害者」に、「援助」を「助成

」に改める。 

第３条の見出し及び同条第１項中「援助」を「助成」に改め、同

項第１号を次のように改める。 

(1)  横浜市内に住所を有する保険各法の被保険者、組合員若しく

は被扶養者又は横浜市内に住所を有しない横浜市国民健康保険

の被保険者若しくは横浜市後期高齢者医療に関する条例（平成

20年３月横浜市条例第11号）第３条各号（第１号を除く。）に

掲げる被保険者 

第３条第１項第２号中「心身障害」を「障害」に改め、同条第２

項中「者」の次に「又は医療を受けるために要する費用について必
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要な助成を他の地方公共団体から受けることができる者」を加え、

「援助」を「助成」に改める。 

第４条の見出し中「援助」を「助成」に改め、同条第１項中「食

事療養に係る」を「規則で定める」に改め、同条第３項中「援助は

行なわない」を「助成は行わない」に改める。 

第５条中「あたり」を「当たり」に、「援助」を「助成」に改め

る。 

第６条を次のように改める。 

（資格の喪失） 

第６条 対象者が、第３条第１項各号に該当しなくなったとき、又

は同条第２項に規定するこの条例による助成を行わない者となっ

たときは、この条例による助成を受ける資格を失うものとする。 

第７条第２項中「すでに」を「既に」に、「または」を「又は」

に、「援助は行なわない」を「助成は行わない」に改める。 

第８条中「援助」を「助成」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市重度障害者の医療費助成に関す

る条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療

に係る費用の助成について適用し、同日前に対象者が受けた医療

に係る費用の援助については、なお従前の例による。 
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   提 案 理 由 

精神障害者等に対する医療費の助成を行う等のため、横浜市心身

障害者の医療費の援助に関する条例の一部を改正したいので提案す

る。 
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参  考  

横 浜 市 心 身 障 害 者 の 医 療 費 の 援 助 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

上 段  改 正 案 (下 段  現  行) 

横 浜 市 重 度 障 害 者 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例  
横 浜 市 心 身 障 害 者 の 医 療 費 の 援 助 に 関 す る 条 例 

（ 目 的 ）  

重 度 障 害 者 
第 １ 条  こ の 条 例 は 、      が 医 療 を 受 け る た め に 要 す る 費 用 

心 身 障 害 者 

助 成 
に つ い て 必 要 な   を 行 う こ と に よ り 、 そ の 健 康 の 保 持 及 び 生 活 

援 助 

重 度 障 害 者 
の 安 定 に 寄 与 し 、 も っ て      の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 

心 身 障 害 者 

的 と す る 。 

助 成  
（   の 対 象 者 ）  

援 助  

助 成 
第 ３ 条  こ の 条 例 に よ る   を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 

援 助 

に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 受 給 資 格 を 証 

す る 医 療 証 の 交 付 を 受 け た も の （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。） と す 

る 。 

横 浜 市 内 に 住 所 を 有 す る 保 険 各 法 の 被 保 険 者 、 組 合 員 若 し く 
(1)  

横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 、 横 浜 市 内 に 住 所 を 有 す る 前 

は 被 扶 養 者 又 は 横 浜 市 内 に 住 所 を 有 し な い 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 
条 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 法 律 に 定 め る 国 民 健 康 保 険 組 合 の 被 保 

の 被 保 険 者 若 し く は 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 
険 者 、 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 法 律 に 定 め る 被 保 険 者 若 

20 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 各 号 （ 第 １ 号 を 除 く 。） に 
し く は 被 扶 養 者 若 し く は 同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 掲 げ る 法 

掲 げ る 被 保 険 者                       
律 に 定 め る 組 合 員 若 し く は 被 扶 養 者 又 は 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 

                             
に 関 す る 条 例 （ 平 成 20 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 各 号 に 

        
掲 げ る 被 保 険 者 

障 害    
(2)  規 則 で 定 め る 重 度 の     が あ る と 市 長 が 認 定 し た 者 

心 身 障 害 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 

） の 規 定 に よ る 医 療 扶 助 （ 単 給 を 除 く 。） を 受 け る こ と が で き る 

又 は 医 療 を 受 け る た め に 要 す る 費 用 に つ い て 必 要 な 助 成 を 他 の 
者 
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地 方 公 共 団 体 か ら 受 け る こ と が で き る 者 
に つ い て は 、 こ の 条 例 に 

                   

助 成 
よ る   は 行 わ な い 。 

援 助 

助 成  
（   の 額 等 ）  

援 助  

第 ４ 条  対 象 者 が 医 療 取 扱 機 関 に お い て 保 険 各 法 に よ り 医 療 を 受 け 

規 則 で 定 め る   
る 場 合 に 要 す る 費 用 （        費 用 を 除 く 。） の う ち 、 対 

食 事 療 養 に 係 る 

象 者 が 負 担 す べ き 額 は 、 横 浜 市 が 当 該 医 療 取 扱 機 関 に 対 し 支 払 う 

。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 対 象 者 が 他 の 法 令 に よ り 医 療 に 要 

す る 費 用 の 負 担 を 受 け る こ と が で き る と き は 、 当 該 費 用 の 負 担 を 

助 成 は 行 わ な 
受 け る こ と が で き る 限 度 に お い て 、 こ の 条 例 に よ る 

援 助 は 行 な わ 

い   
  。 
な い 

（ 医 療 証 の 提 示 ） 

当 た り         助 成 
第 ５ 条  対 象 者 は 、 医 療 を 受 け る に    、 こ の 条 例 に よ る   を 

あ た り         援 助 

受 け よ う と す る と き は 、 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 医 療 証 を 医 療 取 

扱 機 関 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 資 格 の 喪 失 ） 
（ 資 格 の 喪 失 ） 

対 象 者 が 、 第 ３ 条 第 １ 項 各 号 に 該 当 し な く な っ た と き 、 又 
第 ６ 条 

対 象 者 が 、 次 の い ず れ か （ 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 

は 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る こ の 条 例 に よ る 助 成 を 行 わ な い 者 と な っ 
又 は 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 被 保 

た と き は 、 こ の 条 例 に よ る 助 成 を 受 け る 資 格 を 失 う も の と す る 。 
険 者 に あ っ て は 、 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 ） に 該 当 す る と き は 、 こ の 条 

                      
例 に よ る 援 助 を 受 け る 資 格 を 失 う も の と す る 。 

                     
(1)  横 浜 市 内 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き 。 

                              
(2)  横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 、 横 浜 市 内 に 住 所 を 有 す る 第 

                             
２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 法 律 に 定 め る 国 民 健 康 保 険 組 合 の 被 

                             
保 険 者 、 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 法 律 に 定 め る 被 保 険 者 
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若 し く は 被 扶 養 者 若 し く は 同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 掲 げ る 

                             
法 律 に 定 め る 組 合 員 若 し く は 被 扶 養 者 又 は 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 

                             
療 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 被 保 険 者 で な く な っ た と き 

  
。 

                              
(3)  第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る こ の 条 例 に よ る 援 助 を 行 な わ な い 者 

        
と な っ た と き 。 

（ 損 害 賠 償 請 求 権 の 取 得 等 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

既 に   
２  前 項 の 場 合 に お い て 、 対 象 者 が    第 三 者 か ら 損 害 賠 償 を 受 

す で に 

け て い る と き は 、 横 浜 市 は 、 そ の 価 額 の 限 度 に お い て 、 第 ４ 条 第 

又 は            助 成 は 行 わ な い   
１ 項    第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く         。 

ま た は           援 助 は 行 な わ な い 

（ 所 得 の 状 況 の 調 査 等 ） 

助 成 
第 ８ 条  市 長 は 、 こ の 条 例 に よ る   に 要 す る 費 用 に つ い て 神 奈 川 

援 助 

県 か ら 補 助 金 の 交 付 を 受 け る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 対 

象 者 の 所 得 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 226 号 ） 第 ５ 条 第 ２ 項 第 

１ 号 に 掲 げ る 市 町 村 民 税 （ 特 別 区 が 同 法 第 １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ 

っ て 課 す る 同 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 税 を 含 む 。 以 下 同 じ 

。） に つ い て の 同 法 そ の 他 の 市 町 村 民 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ 

る 非 課 税 所 得 以 外 の 所 得 に 限 る 。 以 下 同 じ 。） の 状 況 に つ き 、 当 

該 対 象 者 に 対 し 、 文 書 そ の 他 の 物 件 の 提 出 若 し く は 提 示 を 求 め 、 

若 し く は 当 該 職 員 に 質 問 さ せ 、 又 は そ の 必 要 の 限 度 に お い て 、 対 

象 者 の 所 得 に 関 す る 情 報 を 横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 

平 成 17 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ６ 号 ） 第 ７ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 利 用 目 

的 以 外 の 目 的 の た め に 利 用 す る こ と が で き る 。 


